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生活困窮世帯等の子どもの学習・生活支援事業

（釧路総合振興局管内）委託業務

プロポーザル企画提案説明書

１ 委託業務名

生活困窮世帯等の子どもの学習・生活支援事業（釧路総合振興局管内）委託業務

２ 事業の目的

本事業は、生活保護世帯や生活困窮世帯の子どもたちが健やかに育成される環境を整

備するため、学習支援や子どもへの居場所の提供等の取組を推進することを目的とする。

３ 委託業務内容

別添「生活困窮世帯等の子どもの学習・生活支援事業実施要領」のとおり。

なお、本業務の対象地域は、釧路総合振興局管内の町村とし、釧路総合振興局と協議

・連携の上、事業を実施することとする。

４ 委託契約の方法等

（１）契約方法

随意契約

（２）契約の相手方の選定

釧路総合振興局が業者選考を行うこととし、当該委託業務の実施内容及び遂行方法

等について、事前に企画提案書を審査会等において審査し、最良と認められる企画提

案書を提出した事業者を随意契約の相手方の候補者とする公募型プロポーザル方式を

採用する。

（３）契約期間

令和８年（2026年）４月１日から令和９年（2027年）３月31日まで。

ただし、予算の範囲内で、当該契約期間を変更することがあり得る。

（４）契約書

選定された企画提案書を作成した事業者に対して別途作成・提示する。

（５）契約保証金

ア 契約を締結しようとする者は、契約金額の100分の10に相当する額以上の契約保証

金又はこれに代える担保を納付すること。

イ 契約保証金の免除、納付方法等については、地方自治法施行令第167条の16、北海

道財務規則第171条及び172条に定めるところによる。

５ 予算上限額

5,274千円

６ 企画提案を希望する者に必要な資格

次の要件を全て満たす団体若しくは複数の団体による複合体（以下「コンソーシアム」
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という。）であること。

（１）子どもの学習支援又は相談支援の実績があり、本事業の趣旨を理解し、事業を適切、

公正、中立、かつ効率的に実施できる者であること。

（２）道内に営業・運営拠点を有していること。

（３）地方自治法施行令（昭和22年政令第16号）第167条の４第１項各号に規定する者でな

いこと。

（４）地方自治法施行令第167条の４第２項の規定により競争入札への参加を排除されてい

る者でないこと。

（５）道が行う指名競争入札に関する指名を停止されていないこと。

（６）暴力団関係事業者等であることにより、道が行う競争入札等への参加を除外されて

いないこと。

（７）暴力団関係事業者等でないこと。

（８）宗教活動又は政治活動を目的とした団体でないこと。また、特定の公職者（その候

補者を含む）若しくは政党を推薦し、支持し又はこれらに反対することを目的とする

団体でないこと。

（９）次に掲げる税を滞納している者でないこと。

ア 道税（個人道民税及び地方消費税を除く。以下同じ。）

イ 本店が所在する都府県の事業税（道税の納税義務がある場合を除く。）

ウ 消費税及び地方消費税

（10）次に掲げる届出の義務を履行していない者でないこと（当該届出の義務がない場合

を除く。）。

ア 健康保険法（大正11年法律第70号）第48条の規定による届出

イ 厚生年金保険法（昭和29年法律第115号）第27条の規定による届出

ウ 雇用保険法（昭和49年法律第116号）第７条の規定による届出

（11）法人格を有していること。なお、コンソーシアムの場合は次の全てを満たすこと。

ア コンソーシアムを構成する各団体等が明確であり、それぞれが法人格を有し、か

つ上記（３）から（10）の要件を満たしていること。

イ 構成員間における協定書等において、事故が起きた場合の責任の所在が明確にな

っていること。

ウ コンソーシアムの構成員が単体の法人又は本事業における他のコンソーシアムの

構成員として参加する者でないこと。

７ 審査基準

審査会等における審査において重視する項目は以下のとおりである。

（１）企画提案事業者の業務遂行能力について

ア 子どもへの学習支援や相談支援の取組実績から、本事業に有効と考えられる支援

ノウハウ等を有しているか。

イ 対象地域の地域特性や支援ニーズを適切に把握できているか。

（２）事業の実施体制について

ア 事業を適切に実施できる職員配置となっているか。資質向上の取組は適切か。

イ ボランティア活用について検討されているか。資質の確保に配慮されているか。
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（３）具体的な支援方法等について

ア 効果的・効率的な実施方法となっているか。

イ 個々の支援対象者の状況に応じた効果的な支援を実施できるか。ICT環境(タブレ

ットの活用など）をとおした支援体制の強化に期待できるか。

ウ 連携の具体的な取り組みが示され、支援に資することが期待できるか。学校等と

の連携に配慮されているか。

エ 振興局との円滑な連携に配慮されているか。

（４）所要経費の積算について

必要な経費が適切かつ効率的に積算されているか。

８ 手続き等

（１）担当部局

北海道釧路総合振興局保健環境部社会福祉課

住 所：北海道釧路市浦見２丁目２番54号

電 話：0154-43-9251

ＦＡＸ：0154-41-2235

（２）参加資格審査申請書の提出

企画提案をしようとする者は、事前に参加資格審査申請書を提出すること。

ア 提出部数 １部

イ 提出場所 ８の（１）に同じ

ウ 提出期限 令和８年２月27日（金） 午後３時まで

エ 提出方法 持参又は郵送（配達記録の残る書留郵便等による。）とする

オ 参加資格審査申請書 別紙様式による

（３）企画提案書の提出

釧路総合総合振興局を単位として作成すること。

ア 提出要請 参加資格を有する参加表明者へは、企画提案書の提出要請書を改めて

送付する。

イ 提出部数 10部

※事業者名を記入したもの～１部、事業者名を記入していないもの～９部

ウ 提出場所 ８の（１）に同じ

エ 提出期限 令和８年３月５日（木） 午後３時まで

オ 提出方法 ８の（２）のエに同じ

カ 企画提案書の内容 別紙様式の記載内容に基づき作成すること。（Ａ４縦版）

（４）参加資格審査申請書及び企画提案書の交付場所

８の（１）に同じ。

なお、釧路総合振興局保健環境部社会福祉課のホームページにおいてダウンロード

することができる。

（https://www.kushiro.pref.hokkaido.lg.jp/hk/syf/248732.html）

（５）提案内容に関するヒアリング

企画提案書の内容についてヒアリングを実施するが、日時及び場所については、別
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途通知する。

なお、ヒアリングには、当該委託業務の責任者となることを予定している者が出席

すること。

９ その他

（１）企画提案書が次のいずれかに該当する場合には無効となることがある。

ア 提出期限、提出先、提出方法が適合しないもの

イ 記載すべき事項の全部又は一部が記載されていないもの

ウ 虚偽の内容が記載されているもの

（２）ヒアリングに参加しなかった場合のプロポーザルは無効とする。

（３）企画提案に要する費用は、すべて企画提案者の負担とする。

（４）提出期限以降における企画提案書の差し替え及び再提出は認めない。

（５）企画提案の採否については、文書で通知する。

（６）提出された企画提案書は返却しない。

（７）なお、本事業は、予算議決前であるため、議決結果によっては委託業務の内容及び

予算額等について変更する場合又は事業が中止となる可能性がある。


